
○
財
務
省
告
示
第
百
五
十
三
号 

 
行
政
機
関
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
に
よ
る
新
た
な
産
業
の
創
出
並
び
に
活
力
あ
る
経

済
社
会
及
び
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第

五
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
財
務
省
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
係
る
権
限
又
は
事
務
を
委
任
す
る
件
（
平
成

十
七
年
財
務
省
告
示
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日 

財
務
大
臣 

麻
生 

太
郎 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
傍
線
の
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。 

一 

委
任
す
る
権
限
又
は
事
務
及
び
委
任
を
受
け
る
職
員

の
官
職 

 
 

財
務
大
臣
の
所
掌
に
係
る
法
第
二
章
か
ら
第
四
章
の

二
ま
で
（
法
第
十
条
及
び
法
第
四
章
第
四
節
を
除

く
。
）
に
定
め
る
権
限
又
は
事
務
の
う
ち
、
次
表
上

欄
に
掲
げ
る
機
関
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
つ
い
て 

改 

正 

後 

一 

委
任
す
る
権
限
又
は
事
務
及
び
委
任
を
受
け
る
職
員

の
官
職 

 
 

財
務
大
臣
の
所
掌
に
係
る
法
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま

で
（
法
第
十
条
及
び
法
第
四
章
第
四
節
を
除
く
。
）

に
定
め
る
権
限
又
は
事
務
の
う
ち
、
次
表
上
欄
に
掲

げ
る
機
関
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表 

改 

正 

前 



 
 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

は
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
職
員
に
委
任
す
る
こ
と
。 

       

 
 

下
欄
に
掲
げ
る
職
員
に
委
任
す
る
こ
と
。 
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沖
縄
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